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スポンサー募集のご案内 



制度の概要

？ 

！ 

 雑誌スポンサー制度とは？ 

東久留米市立図書館では平成２７年度より 
雑誌コーナーの充実、利用者サービスの向上を 
目的とした 「雑誌スポンサー制度」を実施しています。 
 
雑誌スポンサーには雑誌の購入費用をご負担いただき 

ご提供いただいた雑誌にスポンサー広告を表示します。 
企業、商店に限らず、個人でのご応募もお待ちしています。 

 

知識・教養をサポートする地域貢献として、 
ぜひこの機会にスポンサーのご協力をお願いします。 
 

 スポンサー広告とは？ ？ 

！ 広告はご提供いただいた雑誌の以下とおり表示します。 

 

①最新号のカバー 

  ・スポンサー名（貼付場所は図書館で指定） 
   ＊縦約5㎝×横14㎝以内、白地に黒文字での印刷 
     作成は図書館 
  ・裏面にスポンサー広告 
   ＊提供雑誌の大きさまで（片面印刷） 
     作成はスポンサー 

 
②雑誌本体に、スポンサー名のラベルを貼付。 

   ＊縦４㎝×横7㎝、白地に黒文字での印刷 
     作成は図書館 
 
 

 
なお、スポンサー名について、独自のロゴ・イラストをご希望の場合は 
ご相談ください。 



制度の詳細

募集対象 
雑誌スポンサー制度に賛同する法人その他団体又は個人。 
以下に該当する場合は応募できません。 

募集期間 
４月１日（４月１日以降から開始の場合は、原則契約日の翌月の１日）から翌年の３

月３１日までとする。なお、次年度も雑誌スポンサーを継続す る場合は、雑誌スポ

ンサー開始月の属する当該年度の１月３１日までに東久留米市立図書館雑誌ス

ポンサー制度実施要項、第６に規定す る手続きを行うものとする。  

スポンサー期間 

スポンサー契約決定日から直近の発売号から 

その年度の３月発売分まで 

購入代金のお支払について 
ご提供いただく雑誌の代金のお支払いは、 
図書館指定の書店に直接お支払いただきます。 

             ▼ 注 意 事 項 ▼ 
   
    ・お支払はスポンサー期間の雑誌代金を一括で前払い 
   となります。 
  ・振込手数料は、スポンサーの負担となります。 

  ・定価の変動により、過不足が生じた場合は年度末に 

   清算します。 

 
   ①図書館の公共性又は品位を損なうおそれがあるもの 
   ②風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する 
     風俗営業その他これに準ずる業種 
   ③消費者金融 
   ④占い、運勢判断に関するもの 
   ⑤法律に定めのない医療類似行為を行うもの 
   ⑥法律等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの 
   ⑦集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織 
   ⑧政治・宗教活動、意見広告、個人宣伝および人材募集に係るもの 
   ⑨前各号に掲げるもののほか、館長が不適当と認める業種又は事業者 
 



対象とする雑誌 

「東久留米市立図書館所蔵 雑誌リスト」（別紙）よりお選びください。 
×リストに掲載のないものについては、受け付けていません。 
 

＊今年度は募集をしない雑誌もありますのでご了承ください。 
＊同じ雑誌に複数のお申込みがあった場合、先着順とさせていただきます。 

   
             ▼以下に該当する広告は掲載できません▼ 
      
      ×公共性及び品位を損なうおそれのあるもの 

      ×風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に掲げる営業 

        に該当するもの 

      ×政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの 

      ×公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの 

      ×その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの 

 

広告の掲載について 

雑誌スポンサー（個人を除く）は、ご提供いただく雑誌に広告を 
表示することができます。広告のみの掲載はできません。 
広告の掲載については、東久留米市公共物等有料広告掲載取扱要綱の 
規定に基づき、市広告掲載審査委員会で広告掲載の可否を決定します。 

広告の表示について 

スポンサー名 

スポンサー 
広告 

スポンサー名のラベル、スポンサー広告は以下のように表示します。 

スポンサー名 

【
雑
誌
カ
バ
ー
】
 

【
雑
誌
本
体
】
 

5
㎝
 

14㎝ 

裏表紙側 

提供雑誌の大きさまで 

4
㎝
 

7㎝ 

図書館指定
の箇所 



お申込みについて 

 
  
  
  < 必要書類 > 
    
   ①「東久留米市立図書館 雑誌スポンサー制度 申込書」 
     
   ②【法人その他団体】 
     業種がわかる会社概要等 
     【個人】 
     本人であることを証明できる書類 
     （官公庁が発行したものの写し） 

 
上記の必要書類を、直接ご持参又は郵送してください。 
 
  
 申込書は下記の図書館ホームページからダウンロードすることができます。 
  
 ▼東久留米市立図書館HP▼ 
  https://www.lib.city.higashikurume.lg.jp/ 

 
 雑誌スポンサーにお申込みの方で希望される場合のみ 
 お申込みください。 
  
  < 必要書類 > 
    
   ③「東久留米市広告掲載申込書」 
     
   ④広告案 

雑誌スポンサーのお申込み 

広告掲載のお申込み 



お申込みから広告掲載のながれ

☏ お問い合わせ 

東久留米市立中央図書館  
 042-475-4646 

 〒203-0054 東久留米市中央町2-6-23 

スポンサー（企業・商店・個人） 

① スポンサー申込み 
 （申込書・証明書） 
 
①´ 広告掲載申込み 
 （申込書・広告案） 

図  書  館 市 内 書 店 

③支払い 
 （年間の購読分を一括前払） 

③提供雑誌の納品 

④提供雑誌への広告掲載 
  館内閲覧の最新号：カバーにスポンサー名・広告の表示 
   貸出用のバックナンバー：ラベルの貼付 

②契約 

 

 雑誌スポンサー制度は平成２７年度から 

 スタートした新しい制度です。 

 この機会にぜひ、地域貢献の一環として 

 スポンサーを始めてみませんか？ 

 ご応募をお待ちしています。 


